
 
 

（お知らせ）                     
 令 和 元 年 ９ 月 ３ 日 

                           京 都 市 行 財 政 局 
担当 コンプライアンス推進室 
℡  2 2 2 - 4 0 6 9 

 

令和元年度第１回京都市公正職務執行審議会の開催結果について 

  
令和元年８月３０日（金）に開催しました令和元年度第１回京都市公正職務執行審議

会の結果について，下記のとおりお知らせします。 

 

記 

 

１ 日 時 

令和元年８月３０日（金）午前１０時～午前１１時３０分 

 

２ 場 所 

職員会館かもがわ 第４多目的室 

 

３ 出席者  

委 員 曽我部真裕，内藤郁子，成田秀樹，松浦由加子，三木和幸 

（敬称略，五十音順，裏面参照） 

京都市 行財政局人事担当局長 川端昌和，コンプライアンス推進室長 大井貴之 ほか 

 

４ 議事内容 

⑴ 京都市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例に基づく要望等及び不正な

要望等の状況について 

   平成３０年度における要望等の件数（総数６，７２０件）及び傾向等について報

告した。 

また，平成３０年度に生じた「不正な要望等及び不正な言動を伴う要望等」に該

当する事案７件（事案の概要については別紙参照）について報告し，委員から意見

をいただいた。（事案７件のうち２件は，係争中のため非公表。） 

 

⑵ 委員からの主な意見 

ア 長時間にわたり同じ要望を繰り返すなど，社会相当性を逸脱する要望に対して

は，対応を打ち切ることも必要である。そのような方針を所属で共有するだけで

なく，全市的にも，有効だった対応事例を共有してはどうか。 

イ 職員を押し倒す等の有形力の行使があった場合は，警察へすぐに通報すべきで

あり，多少ならば，ということで見過ごすことがないよう，徹底いただきたい。 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

京都市公正職務執行審議会委員名簿 

 

＜任期：平成２９年１０月１日～令和元年９月３０日＞ 

（敬称略・五十音順） 

氏   名 役 職 等 

○曽我部 真裕 

（そがべ まさひろ） 
京都大学大学院法学研究科教授 

内藤 郁子 

（ないとう いくこ） 
特定非営利活動法人 京都景観フォーラム理事長 

中西 たえ子 

（なかにし たえこ） 
株式会社 鼓月 取締役会長 

◎成田 秀樹 

（なりた ひでき） 
京都産業大学法学部教授 

松浦 由加子 

（まつうら ゆかこ） 
弁護士 

三木 和幸 

（みき かずゆき） 
元京都府警察本部総務部長 

※ 氏名左の◎は会長，○は副会長を示す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

不正な要望等及び不正な言動を伴う要望等の事案の概要と講じた措置について 

【１】 

年月 平成３０年８月 
事案の概要 要望者は複数年にわたり固定資産税を滞納していたため，税務セン 

ターから納税を求めてきたが，要望者は，「隣宅が違法建築であり，数

十年にわたり違法建築を解消するよう求めているが一向に改善されな

い。違法建築が改善されないのは行政の怠慢であり，改善されない限り

固定資産税を払わない。」旨の主張を繰り返し，大声をあげる等の行為

を度々行ってきた。 
これに対し，「違法建築が是正されないことと固定資産税を支払わな

ければならないことは別の話であり，それぞれの担当部署と話をするこ

と。」と要望者に説明してきたが，それを聞き入れず，庁舎内での居座

り等を続けてきた。 
このような中，平成３０年８月に，同様の主張を繰り返し，５時間程

度庁舎内に居座ったため，警察に通報し，駆け付けた警察官の説得等に

より退去した。 
しかしながら，その翌日に再度来庁し，同様の主張をし，５時間程度

居座り続けたため，要望者に退去を求めたところ，職員に対し，体当た

り等の行為に及んだ。 
講じた措置内

容及びその後

の状況 

警察へ通報した。要望者は公務執行妨害で現行犯逮捕された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 



 
 

 

【２】 

年月 平成３０年８月 
事案の概要 本市職員が要望者宅を訪問した際に，以前に生活保護を受けていた要

望者が，生活困窮状態にもかかわらず生活保護申請を拒否していること

を把握し，所属に情報提供があった。 
 後日，職員２名が要望者宅を訪問したが，要望者は「土下座して謝罪

しろ。」「お前たちは殺す。」と言い手元の瓦を投げつけたため，速やか

に帰庁した。翌日，訪問時の状況等を踏まえ，所属は職権による生活保

護開始を決定し，通知書等を送付した。 
 後日，要望者はこれまでに振り込んだ生活保護費の一部を所属に持参

し，「前回保護受給時の収入認定が誤りであることを認めなければ保護

費は受領しない。今すぐ領収書を発行しろ。」と主張した。 
 これに対し，所属から，領収書は発行できないこと，及び，保護費は

要望者のものである旨を説明したが，要望者は納得せず「明日までに用

意しておけ。」と言い退去した。その約３０分後に再度来庁し，同様の

主張を大声で繰り返したため，職員７名で要望者を別室に案内して対応

したが，大声で「謝罪しなければ保護費は受け取れない。」等の主張を

繰り返すとともに，バイクのキーを振り回す，激昂して机を引っ繰り返

そうとする等の行為に及んだ。 
講じた措置内

容及びその後

の状況 

 警察へ通報した。警察官が訪れた際には，要望者は既に立ち去った後

であったが，所属から同警察官に対し，暴力的な行為について説明のう

え，今後の協力を依頼した。 
 

 

 

 

【３】 

年月 平成３０年１２月 
事案の概要 要望者は，過去に市長に対する退職手当及び期末手当の支出に関する

住民監査請求を行ったが，監査結果は棄却（一部については，却下）で

あった。監査結果に不服があるときは，住民訴訟を提起することができ

ることを所属職員から伝えたにもかかわらず，要望者は，住民訴訟を提

起せず，執拗に電話等で，「監査結果に対し不服があり，修正せよ。」，「常

勤の監査委員に会わせろ。」等の主張を繰り返してきた。 
平成３０年１２月，要望者は，自身の主張が受け入れられないことか

ら，電話口で職員に対し，「こんなことをやっていると，お前のお父さ

んお母さんに会えなくなるぞ。」と大声で恫喝した。 
講じた措置内

容及びその後

の状況 

 警察へ相談し，今後，要望者が来庁し，同様の行為に及んだ場合には，

連携して対応することを確認した。 

 

 



 
 

 

【４】 

年月 平成３０年８月 
事案の概要 要望者は，以前から度々電話にて，近隣で実施していた駐車場棟新築

工事の工事音が耐えられないため，「日中は工事音を出さないか，工事

を止めてほしい。」と訴えていた。所属は，その都度，騒音対策につい

て説明し，理解を求めるとともに，音の出る工事の前にビラを入れるな

どの対応を行ってきた。 
平成３０年８月，要望者から電話があり，「自宅に来て直接騒音を聞

いてほしい。」との要望があったため，職員２名で要望者宅を訪問し，

騒音対策について説明し理解を求めていたところ，要望者が突然包丁を

取り出して一瞬職員に向けた後，自らの腹部に刃先を当てて，強い口調

で「工事を止めないと自傷する。」旨の発言があった。「警察官を呼んで

ほしい。」との発言もあったが，実際に警察に通報しようとすると，「自

分で呼ぶから帰ってくれ。」と言って職員を追い出した。 

講じた措置内

容及びその後

の状況 

事案発生後，速やかに警察に報告した。 
また，事案発生以降は，要望者宅へは訪問せずに電話対応のみとする

こと，脅迫行為があれば警察に連絡することとした。 
 

 

 

 

【５】 

年月 平成３０年１０月 
事案の概要 要望者が軽トラックでクリーンセンターの市民持込ごみの受付入口

を訪れた際に，廃棄物の不適正物の搬入調査のため，職員が事情を聴取

したところ，要望者が一般廃棄物収集運搬業の許可を有していないにも

かかわらず，他人の廃棄物を持ち込もうとしたことを認めたため，職員

がさらに事情を聴取しようとしたところ，軽トラックから降車し，同職

員の左脇腹を拳で殴打し押し迫った。 
講じた措置内

容及びその後

の状況 

 警察へ通報した。その後，激昂した要望者は，車内から工具を持ち出

し，隣にいた別の職員に対し，「刺し殺したる。」などの暴言を吐いた。

また，通報を受けて到着した警察官に対しても暴言を吐き，指示に従わ

なかったため，暴力行為等の容疑で現行犯逮捕された。 
 


